
印

年 ６ 月 １日

〒（                ）

（　　　　）　　　－

１　派遣労働者の数及び登録者の数　（６月１日現在＊）　（人）

２　雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況（６月１日現在＊）　（人）

＊６月１日が日曜日に当たる場合は６月２日現在とし、土曜日に当たる場合は６月３日現在とする。

常時雇用される労働者以外の労働者

物の製造の業務（特定製造
業務に限る。）に従事した
派遣労働者の数

派遣可能期間に制限のない
次の各種類の業務に従事し
た派遣労働者の数
[１～２６]労働者派遣法施
行令第４条各号に掲げる２
６種類の業務
[完]一定期間内に完了が予
定される業務
[短]１か月の労働日数が相
当程度少ない業務
[育]育児休業者等の業務
[介]介護休業者等の業務

様式第11号-2（表面） （日本工業規格Ａ列４）

労働者派遣事業報告書（6月1日現在の状況報告）

年　　　月　　　日　　　

厚 生 労 働 大 臣　殿

常時雇用される労働者
常時雇用される労働者

以外の労働者

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第23条第１項の規定により
下記のとおり事業報告を提出します。

① 許可番号又は届出受理番号
般
特

氏名又は名称

提　出　者

報告対象日

-

④

（ふりがな）

代表者の氏名
（法人の場合）

年    月  　日

③

（ふりがな）

② 許可年月日又は届出受理年月日

日雇派遣労働者
日雇派遣労働者以外の労働者

常時雇用される労働者 常時雇用される労働者以外の労働者

⑤

（ふりがな）

事業所の名称

⑥ 事業所の所在地

過去１年以内に労働者派遣されたことのある登録者（雇用
されている者を含む。）の数

日雇派遣労働者以外の労働者
種
類

日雇派遣労働者

雇用保険 健康保険 厚生年金保険

常時雇用される労働者



様式第11号-2（裏面） （日本工業規格Ａ列４）

記載要領
  
  １　表面上方の提出者欄には、氏名（法人にあつてはその名称及び代表者の氏名）を記名押印
　　又は署名のいずれかにより記載すること。

  ２　許可番号又は届出受理番号を記載する際、一般派遣元事業主は「般」を、特定派遣元事業
　　主は「特」を○で囲むこと。

  ３　１欄には、報告の対象となる６月１日現在（６月１日が日曜日に当たる場合は６月２日現
　　在とし、土曜日に当たる場合は６月３日現在とする。）において労働者派遣していた労働者
　　の実数（「過去１年以内に労働者派遣されたことのある登録者の数」欄については、当該日
　　現在において一般労働者派遣事業に係る登録者であつた者の実数）を記載すること。

  ４　「常時雇用される労働者」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就
　　業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第２条第５号に規定する常
　　時雇用される労働者のことをいうものであること。

  ５　「日雇派遣労働者」とは、派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、日々又は三十日以
　　内の期間を定めて雇用する者のことをいうものであること。

  ６　「登録者」とは、労働者派遣をするに際し登録されている者の中から労働者を期間を定め
　　て雇用し労働者派遣をする制度を採用している場合における当該登録されている者（雇用さ
　　れている者を含み、過去１年を超える期間にわたり一度も雇用されたことのない者を除く。）
　　のことをいうものであること。

  ７　「物の製造の業務に従事した派遣労働者」とは、報告の対象となる６月１日現在（６月１
　　日が日曜日に当たる場合は６月２日現在とし、土曜日に当たる場合は６月３日現在とす
　　る。）において労働者派遣法附則第４項の「特定製造業務」に従事した派遣労働者のことを
　　いうものであること。

  ８　１欄の「種類」欄には、派遣労働者が従事していた業務が労働者派遣法第40条の２第１項
　　各号に規定する業務に該当する場合に限り、当該業務を記載すること。    
      この場合において、同項第１号に該当するときには該当する労働者派遣事業の適正な運営
　　の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令（以下「労働者派遣法施行令」
　　という。）第４条各号に掲げる業務の号番号を、労働者派遣法第40条の２第１項第２号のイ
　　に該当するときには「完」を、同号のロに該当するときには「短」を、同項第３号に該当す
　　るときには「育」を、同項第４号に該当するときには「介」を記載すること。
      ただし、１欄の「派遣可能期間に制限のない次の各種類の業務に従事した派遣労働者の数」
　　欄に同項第１号に該当する業務に従事した日雇派遣労働者又は日雇派遣労働者以外の労働者
　　の数を記載するに当たり、複数種類の労働者派遣法施行令第４条各号に掲げる業務に従事し
　　た一の派遣労働者については、報告の対象となる６月１日現在（６月１日が日曜日に当たる
　　場合は６月２日現在とし、土曜日に当たる場合は６月３日現在とする。）においてもつとも
　　多く従事した業務に従事したものとして算入すること。

  ９　２欄には、報告の対象となる６月１日現在（６月１日が日曜日に当たる場合は６月２日現
　　在とし、土曜日に当たる場合は６月３日現在とする。）において労働者派遣していた労働者
　　について、それぞれの保険の種類ごとに適用されている者の実数を記載すること。

　10　所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。


